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在宅で生活をする要介護高齢者の家族介護者に対し、はり・きゅう・マッサ－ジ費用を助成します

対象者
以下の①②③の要件を全て満たす要介護者を、申請日の属する月前６か月間に継続し、同居（同一生計に限ります）して現に介護をしている家族介護者
1 　本申請日の属する月前６か月間（以下「対象期間」という。）に継続して、６５歳以上の介護認定要介護３以上、または、要介護２で介護認定調査時の主治医意見書において『認知症高齢者の日常生活自立度』がⅡ以上の要介護者であること。
2 　対象期間に、ショートステイを計１４日以上利用していないこと。
（なお、申請後に当課からサービス利用の有無を関係機関に照会・確認します。）
3 　要介護高齢者が対象期間に、病院又は診療所に継続して１４日以上入院していないこと。
手続き

『寝たきり高齢者等介護者はり・きゅう・マッサージ費用助成事業』利用申請書を、高齢者支援課へ提出してください。申請後、上記の要件を確認し、該当する場合は『寝たきり高齢者等介護者はり・きゅう・マッサージ利用券』を申請者様宛に送付します。
なお、当課から上記の要件②の関係機関への照会は、本申請日の翌々月以降にならない
とできないため、利用券の交付までは申請日から2カ月～２カ月半かかります。


　　　申請期間
　　　申請期間は当該年度の４月１日～12月末日（12月31日）までです。

	助成額

利用券は、各年度１０枚とし、助成の額は一枚につき１，３００円です。
利用券の使用は、施術一回につき３枚までとし、超えた額は自己負担となります。一人の家族介護者が複数人の要介護高齢者を介護している場合や、複数人の家族介
護者が一人の要介護高齢者を介護している場合も、交付する利用券は１０枚です。
（利用券の利用は、利用券の交付を受けた家族介護者に限ります。）


施術所

利用券が使用できるのは、市内の指定された施術所（別紙）のみとなります。
（施術前に施術所の方に利用券を利用することをお伝えください。）


有効期限

有効期間は、交付された日から当該年度の末日（３月３１日）までです。翌年度への持ち越しはできません。また、要介護高齢者がお亡くなりになった時や、家族介護者が転居などで対象者の条件が変わった場合は利用券は使用できませんので、高齢者支援課まで返却してください。






お問い合わせ



富士市役所 高齢者支援課（庁舎４階北側）

電話：５５-２７４１
